
今年、釜ヶ崎支援機構は２０周年を迎えま
した。２０年の長きに亘り、支援活動を続け
ることができましたのは、関心を寄せてくだ
さるみなさまのおかげであると思います。深
く感謝申し上げます。

よく言われることですが、釜ヶ崎支援機構
のような社会的使命を持つ法人が長く続くこ
とは、あまり良いことでないかもしれませ
ん。２０年、続いてしまった理由は、ホーム
レス問題、そしてホームレス状態へ至る困窮
と孤立の状況が、社会の問題として残ってい
る、そして、社会の変化の中で新しい形にか
わりつつあるということです。

動きながら考える。釜ヶ崎の労働者、ホー
ムレス状態で生活する人、生活保護を受けて
いる人のために、今求められていることをと
にかく成し遂げようとする営みの中にあって
も、活動をふりかえって、考えを練り直し、
対話をしていくことが大切と思います。その
ため、断章形式で２０の考えるための題材を
書こうと思ったのですが、動きながら書いて
おりますと、〆切と平仄が合わず、断章の断
片を掲載いたします。残りのパーツにつきま
しては、追って次の機会に改めさせていただ
きたいと思います。

自由と恵み
釜ヶ崎の路上にはたくさんの出会いがあ

る。なにもすることがないときに、座り込ん
で、ひねもす世間話をする。黙って隣同士に
なる。酒の飲み過ぎで私ばかりが正しいと思
わないかぎり、上も下もない。上も下もない
から、最低限度のきまりごとが淘汰されて、
よく守られることになる。みなそれぞれに貧
しく、平等で自由。

仕事に行くと少し雰囲気が変わる。常傭と
日雇、親方と職人と手元、先輩と後輩という
具合に、収入や責任に違いが生じ、仕事のや
り方にしてもいろいろとあるわけで、気の合
う仲間が結びつくときもあれば、トラブルと
なることもある。不満が溜るから、酒を飲ん
で、仕事の話をワーワー言う、パチンコに

釜ヶ崎支援機構２０年　断章２０の断片
( 事務局長　松本 裕文 )
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行って気分をかえるなんてことになる。
仕事を続けるということは、心の中に鬱屈

を迎え入れることである。手に職をつけると
まではいかなくても、現場での身のこなし方
を学んだら、事業主や現場の環境に比較的少
ししか束縛されない日雇というあり方、ある
いは移動する働き方を選ぶということは、き
わめて人間的な心の動き方であろう。

定職に就き、定住して、家族を守っている
人は－特に男性において鬱屈している場合が
多いのだが－無権利状態と背中合わせで平等
と自由を選んだ在り方に関して、つらく当た
る場合がある。

ホームレス状態に至ってしまうことには、
日雇だったからという理由ばかりではもちろ
んなく、大企業に常傭で働いていた方もいれ
ば、結婚してこどもがいる場合も多い。挫折
と孤立を経て、過去から、言わば「逃げ出し
て」きたままホームレス状態での生活を続け
ているということをよく耳にする。聞き出せ
ないことで、そっと耳に挟めばそう聞える。

定住／移動、常傭／日雇というわかりやす
い二項対立に、考え方を落ち着かせないのが
いい。自立を定住や常傭という視点から押し
つけてしまうと、社会に累積する鬱屈を二重
に折りたたんでスティグマへと変えることに
なる。ホームレス状態をなくしていこう、い
やなくすことができなくても、できるだけ短
くしていこうという取り組みの過程で見えて
くる課題は、二項対立に根を張りつつ格差と
分断を広めていく国の構造をいかに変えるか
ということであり、私たちの生命に見合った
価値づけをどのように見い出すかという問題
なのだ。

釜ヶ崎にたどり着く前、たどり着いたあと

でも、最も悪い困窮と孤立の状態に置かれた
ならば、私たちは中々出会うことができな
い。困窮と孤立をいかに緩和して、歴史の中
に最低限の健康で文化的な生活を確固たるも
のにしていくか、ここに私たちの知恵を集め
る必要がある。身の回りの安全と横になる場
所を確保する野宿の自由から、平等と自由を
大事にしながら、この国の中に生き、働き、
死んでいける場所をこじあけて作っていく。
排除と差別に隣り合わせの素朴な自由を選ぶ
よりも、社会をかえていく自由と制度の変化
を求めるより困難な道を選ぶべきではないだ
ろうか。

定住と漂泊の間にある概念は旅である。定
住している者たちも昔からお伊勢まいりや湯
治のように、一時的に生きづらさから逃れ
て、旅に出た。旅においては出会いがあり、
出会いはすべて恩寵である、天からの、この
社会を分け持っていることの恵みである。

その裏側は、野宿状態、昔の言い方でいえ
ば、無宿から、旅の暮らしへと引き上げるム
ヴモン・制度・宗教、地理的には各地に散在
するアジールを、創出していくことであるは
ずだ。

釜ヶ崎にたどりついた者は、いろいろな意
味で、旅の途中であり、今どきの用語でいえ
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ば暫住の状態である。流通して高められてい
る差別感情に囚われず、外の地域から釜ヶ崎
に足を踏み入れた人たちは、この地で出会い
の恵みを感じて、生きづらい世の中で活きる
ためのよい思い出とする。

釜ヶ崎にいる者たちもお互いに、出会いと
その価値について考えよう。新しい価値づけ
を、力を寄せ合う活動を通して現実のことに
していく。「人生は旅」と笑って言い合える
時が来たら、そのとき釜ヶ崎支援機構はすっ
かりなくなっているのではないか。

居場所
いつのまにか普及し未だ定義が定かでない

概念「居場所」について、釜ヶ崎において考
える際には、二つの視点から眺めてみるのが
便利である。

第一は、都市計画という新自由主義政策の
もとではたいへんピントがぼやけるニーズで
ある。

貧富や社会的つながりの格差を前提とする
ならば、都市においては、貧しい者がたどり
着く場所をなしにすることができない。密集
性・狭小さ・公衆衛生上の問題をいかに扱っ
ていくかということと、建築物の老朽化に
伴ってどのような更新をおこなっていくかと
いうことは政治における必須の課題なのだ
が、この課題からできるだけ自由であろうと
するのが新自由主義であり、市場の動向に任
せた再開発で、格差に苦しむ者が散らされる
ということになる。この都市の問題に関連し
て、日本の住宅政策の貧困を唱えるならば、
それは一つの正しい解である。

別の解としては、貧困が集中する地域であ

るがゆえに当事者・支援者・行政のそれぞれ
の努力により都市に自然発生的かつ地政学的
に存在しているサービスハブを、制度面での
裏付けや社会的企業（ソーシャル・ファーム
や労働者協同組合を含む）の設立による市場
ベースでの収支の安定によって、地域の共有
財産として維持・補強していこうという動き
がある。その結果、格差の下に組み敷かれた
者が追い散らされることを緩和しようという
わけである。しかし、私たち釜ヶ崎支援機構
を介して社会活動を行っている者にとっての
使命は、緩和よりもさらに一歩進んで、豊か
ではないが、今を楽しめる、生きやすい地域
社会のありようについて、その土台を固めつ
つ、価値づけして、発信していくことであ
り、それが地域のうちへ向いては、誰もがプ
レイヤーである民主主義に向けて開かれた話
し合いをいつも続けていくということにな
る。

第二に、なぜ働く場が居場所にならないの
かというテーマ。

６０年代～８０年代に形成された勤労に関
する通念はもはや瓦解しているわけだが、制
度の方が切り替わるのは、社会の変動よりも
ずっと遅れてやってくる。生活困窮者自立支
援制度に関する評価の一つとしては、勤労を
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根拠にできない社会構造の変動にようやく制
度が追いついたということがあろう。

２０１４年度に、生活保護における勤労控
除の基礎控除の全額控除上限が、８，０００
円から１５，０００円に引き上げられた。
その結果、就労収入の分布において、８，
０００円付近が減少し、１５，０００円付近
が増加したことが統計的に確認されている。
このことは制度運用の変更によって、就労に
よる社会への再包摂が高まりうることを明示
している。とはいえ、最低賃金や国全体にお
ける所得の分布状況から、勤労控除の拡大は
一定程度で抑制せざるをえない。

そのため、生活保護制度の運用によって、
就労へのインセンティブを作ることに加え
て、支援の現場においては、働くことの価値
を評価しなおし、ボランティアや中間的就労
を含めて支援を受ける者の活動力を高め、働
くことによる社会再包摂を進めることの重要
性が認識されつつある。

生活困窮者自立支援法においては、これら
のことが明示されるとともに、制度を活用し
た地域づくりが目的として掲げられている。
その結果、収入の向上を図るための就職支
援・生活支援の相談を行うことに留まらず、
生活困窮者が気軽に立ち寄れる居場所がその

まま地域を活性化する拠点となる取り組み、
支援を受けている者が、ボランティア活動等
を通して、そのまま地域社会のプレイヤーと
なり、新しい仕事の在り様を創り出していく
取り組みへのチャレンジが全国的に行われる
ようになっている。

そうした取り組みを「居場所づくり」とい
う概念によってたいへん大雑把にまとめ上げ
ているわけだが、「居場所」は、その成り立
ちから、仕事の価値の再評価を含み、ボラン
ティアの勧奨と社会福祉法人の内部留保放出
という程度に留まらず、国がどのように最低
限の健康で文化的な生活に向けて収入のアッ
プを図っていくのかという問題に帰着する。
このあたりの話を、ベーシックインカム論と
切り結んでみると有効な論点が多数生じるの
ではないか。

生活保護制度
日本政府は、第二次世界大戦終了後の荒廃

から経済を復興させるとともに、至急の課題
としてあった社会分裂の再統合を果たすた
め、全国で失業対策事業を起こすとともに、
疾病・障害・高齢等で稼働能力がないか、も
しくは低いものに対して、生活保護制度を創
設した。

高度経済成長期からバブル経済期にかけ
て、終身雇用と年金制度がほぼ確立して社会
保障制度の基軸となったと認識され、失業対
策事業が打ち切られた。最低限の生活保障の
仕組みであった失業対策事業と生活保護制度
のうち、生活保護制度のみが残され、疾病・
障害等で包括的な支援が必要とされる方に対
して運用されていくことになる。
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その間、日本経済は土台から大きく変わっ
た。耐久消費財が津々浦々にいきわたり、物
が売れなくなる時代となり、産業の中心は
サービス産業や情報通信技術へと移行した。
労働集約型の仕事が急速に減少し、かわって
現れたのは、利益の上がりにくい小さな付加
価値を競いつつ多分野にわたる技能をアップ
デートしつつこなさなければならない仕事。
グローバリゼーションとともに、保護主義に
よって自国の産業を育成していくことができ
なくなり、企業は、利益を維持するために、
海外移転もしくは、非正規労働を増やしてい
く方策をとっていく。この非正規労働の拡大
は、バブル経済後の就職氷河期やリーマン
ショック後の派遣切りなどの経済の退潮期に
固定され、今は揺るがぬものとなっている。

非正規雇用でありながら技能の更新を絶え
ず要求される過密な労働環境にある労働者が
増えれば、当然、困窮状態に陥る者が増加す
る。かつてあった家族・親族による支えは、
核家族化・単身化によってその機能を大幅に
縮退している。そうした中、人々がホームレ
ス状態に陥らないように生活をまるごと支援
できる仕組みとして、生活保護制度が非常に
重要な役割を、社会において担わざるをえな
い事態となった。

稼働能力の活用は、生活保護制度の基盤を
なす考え方である。有効求人倍率の増加にか
かわらず安定した生活を成り立たせうる雇用
が減少してしまった現在においては、疾病や
障害がなければ稼働能力を活用する必要があ
るとは簡単に判断しにくい現象が生じてく
る。昨今「中間的就労」や「半就労半福祉」
という呼び方で、定型的な就労自立に当ては
まらないが、漸進的に就労自立へとつながる

可能性のある働き方を認める方向へと進んで
いることは、日本の経済構造の変化を受けた
社会福祉の側の対応と言う側面がある。

そうした歴史の推移を所与のものとして、
今を生きていくのか、異なるありようを模索
するのか。二つのありようが交差するとこ
ろ、あるいは、既定の事実が示すところを徹
底して実行しつくすことで異なるありようを
指し示しうるところに、政治の哲学と社会の
哲学の舞台がある。

残されたパーツを近日読める形にいたしま
す。

エントリー中のテーマは以下の通りです。
【あいりん労働公共職業安定所】
【共有財産】
【アジール】
【情報発信とフェイク・ニュース】
【よい仕事を研究する】
【法人のボーダーを越える】
【制度のはざま】
【プレイヤー】
【宗教】
【解散】
【無縁と霊】
【都市と悪所とサービスハブ】
【仕事と日々】
【世代の交代】
【建設労働】
【寄り場】
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２０１８年度は、特掃輪番登録労働者１，
１５９人 ( 最終登録後 ) を対象に大阪府・大
阪市からの受諾事業を実施しました。

この事業は、国、大阪府と大阪市の連携
に、２０１４年度からは大阪市が実施してい
ます、企画提案型の公募型企画プロポーザル
方式の選考を経て、当機構が受託することに
より、「あいりん日雇労働者等自立支援事業」
の中の一事業「高齢日雇労働者社会的就労支
援」と位置付けて行われています。

府・市合わせて１９７人 ( 休日明けは
２０８人 ) の輪番登録労働者を当機構が日々
雇入れ、就労機会を提供してきました。

作業内容は除草・清掃・樹木の剪定・塗装
補修などで、現場の遠近を問わず作業内容が

異なろうとも「手取り額５，７００円」( 弁
当控除４００円 ) に統一されており、保険料
は本人負担分も含めてその全額を事業費から
雇用主が負担して納めています。

この事業は高齢日雇労働者の社会的自立を
図るために就労機会の提供のみならず、健康
で働き続け、就労意欲の継続を支えることを
目的にした公共施策であります。

地域内生活道路班を除き同じ弁当を食べる
こと、済生会との協働による健康診断の実施
と西成区と連携しての結核検診 ( 年２回 ) の
実施で健康面への配慮を大切に考えていま
す。

事業内容と規模 
（当機構受託分の日々雇用人数）

就労事業部報告
( 田嶋 陽一 )

大阪府「高齢日雇労働者就労自立支援事業」
輪番登録労働者 指導員

地域外
府Ａ班 25 人 4 人

府下の施設・管理地の 
除草等作業府Ｂ班 17 人 3 人

府Ｃ班 17 人 3 人
環境整備 センターガードマン 26 人 3 人 週 3 日の連続就労

合計 85 人 13 人

大阪市「あいりん日雇労働者など自立支援事業―高齢日雇労働者社会的就労支援」
輪番登録労働者 指導員

地域内 生活道路班 60 人 6 人 休日明けは 11 人増員

地域外

区班 27 人 4 人 各区作業
市有地班 11 人 2 人 市の管理地での作業
保育Ａ班 7 人 2 人 保育所の塗装等営繕作業保育Ｂ班 7 人 2 人

合計 112 人（123 人） 16 人
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２０１８年度の特徴
２０１８年度は大阪市の単年契約のプロ

ポーザルから２０１７年に向こう３年契約と
変更になり、その２年目としてスタートしま
した。特記事項としましては、大阪市として
は現状維持の就業機会の提供ができたのです
が、大阪府としての就業機会が、大阪府によ
ると「財務部が１億円以上の事業を一律見直
しを強く申し入れてきているため、“ 特掃 ”
を縮小せざるをえない。」と１日当たり５人
の減少を余儀なくされました。近年の登録者
数の減少もあり、この事業にとっても今後、
存続、拡大を目標に、携わる指導員、登録し
ている輪番者ともに踏ん張り所です。

また現場的観点から言いますと、２０１８
年度は経験したことのないような自然災害が
数多く発生し、大地震、豪雨、猛暑、大型台
風直撃とやむを得ず、事業中止も経験しまし
た。その爪痕の処理も仕事依頼として数多く
受けました。

それを除けば、昨年同様、府の事業では、
府立高校、支援学校からの作業依頼が増加
し、５月から９月にかけて非常に多くの現場
数をこなしましたが、年間エントリーされて
いる現場も行ききれないほどの需要があると
聞きました。

また市の事業でも年間エントリーの作業場
所はもちろん、緊急的に変更のある近隣住民
の苦情の相次ぐ除草現場にも柔軟に対応でき
たと思います。

新規エントリー現場　長野高等学校での作業

作業前 作業中 作業後
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就労事業部では、今後、この就労機会の削
減を真摯に受け止め、定例会議 ( 月２回 ) は
もちろん必要であれば臨時的に打合せを積極
的に行い、働きやすい就労機会の提供、あい
りん地域の活性化を目指し、指導員が各部門
担当の日々の努力と協調性をもってレベル
アップを目指しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保育班　営繕作業（下駄箱の修繕）

作業前 作業中 作業後

区・市有地班合同作業（７月浪速区祭り前の以来）

作業前 作業中 作業後

生活道路班　清掃作業（雨でも頑張って作業）

作業前 作業中 作業後
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就労支援事業部（お仕事支援部）報告
( 米須 稔 )

１．実績概要
２０１８年度の新規登録人数は１５１名、

新規登録者の平均年齢は５１歳、常用就職延
人数は４６名、臨時就職延人数は２，０８０
名です。前年度と比較しますと、新規登録人
数は１６名の増加、平均年齢はマイナス１
歳、常用就職人数は４名の増加、臨時就職延
人数は１１１名の増加になっています。

また、相談件数については、９９９件で
昨年並みの実績でした。内容的には、登録
求人の紹介が昨年度より１００件（プラス
１０％）増加しています。増えた要因につい
ては、求人開拓がすすんだことと、「お仕事
マッチ」（専任の開拓推進員が実施）開催の
影響が大きかったと考えています。常用就職
実績は４６名で、昨年度よりプラス４名とな
りました。臨時就職延人数は２，０８０名で、
昨年度よりプラス１１１名となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実績概要（2018 年 4月 1日～ 2019 年 3月 31 日）
2018 年度 2017 年度 対前年度比

新規登録人数 151 名 135 名 16 名

新規登録者平均年齢 51 歳 52 歳 △ 1 歳

相談件数 999 件 987 件 12 件

相談実人数 330 名 297 名 33 名

常用就職実績 46 名 42 名 4 名

臨時就職延人数 2,080 名 1,969 名 111 名

NPO 釜ヶ崎会報54号　2019 年 6月22日
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実績概要（2018 年 4月 1日～ 2019 年 3月 31 日）
開拓求人数 構成比 就職者数 継続者数 継続率

交通誘導警備 146 40.3% 1 0 0.0%

清掃 65 18.0% 7 4 57.1%

介護補助 40 11.0% 19 5 26.3%

建設 40 11.0% 0 0 0.0%

製造派遣他 30 8.3% 4 3 75.0%

運転手 17 4.7% 0 0 0.0%

その他のサービス 10 2.8% 0 0 0.0%

その他の運搬・清掃 14 3.9% 0 0 0.0%

計 362 100.0% 31 12 38.7%
※継続者数と継続率は、2019 年３月時点の実績を表しています

２．職種別求人開拓数と常用雇用実績
２０１８年度に無料職業紹介事業所とし

て、直接受け付けた求人と開拓推進員が開拓
した求人数は１８社３６２名でした。職種別
では、交通誘導警備が４社１４６名、清掃が
３社６５名、介護補助が１社４０名、建設が
１社４０名、製造派遣他が２社３０名、ト
ラック運転手他が２社１７名、その他が５社
２４名となっています。

これらの求人を直接紹介したことによる、
常用就職者は３１名でした。職種別では、介
護補助が１９名で最も多く、清掃７名、製造
派遣他４名、交通誘導警備１名となっていま
す。

２０１９年３月末での継続率は、住込みと
いうことが大きいのか製造派遣他が３名の
７５％で、清掃が４名５７％、就職人数が
１９名と最大の介護補助は５名２６％となっ
ています。介護補助については、特別清掃事
業とのダブルワーク可能ということで、特掃

従事者が１３名就職しましたが、継続者は４
名となっています。退職者１４名の内９名が
２日以内に、仕事が合わない、職場環境が合
わない等で退職しているため、未経験者につ
いては、最初に職場体験講習事業の受講を検
討していきたいと考えています。
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11

1. 協力事業所登録状況
9 社

• 清掃　４社
• 製造物流　２社
• 介護　２社
• 警備　１社
• 他未登録接触事業所　清掃２社、警備１

社

2. 実施状況
７名

• ３０代　４名（清掃 3 名、介護 1 名）
• ４０代　２名（清掃 1 名、製造補助 1 名）
• ５０代　１名（製造補助１名）
• ※事業設定後未実施者２名（２０代１名、

４０代１名）

3. 連携先

• 自立支援センター舞洲
• 大阪ホームレス就業支援センター
• 西成区生活困窮者窓口「はぎさぽーと」
• ＮＰＯ釜ヶ崎相談支援部　他

4. 実施状況と課題
２０１８年度中に開始した実施者７名の生

活状況は、自立支援センター利用者が２名、
生活保護受給者が１名、住居あり日雇労働者
が２名、住居なし日雇労働者が２名でした。
比較的住居が安定している５名は、清掃と介
護で実施、住居が不安定な２名は、寮付きの
派遣事業所で実施しました。

実施者７名の内、事業途中での終了者は４
名で、介護関係が３０代２名、清掃が３０代
１名、製造派遣が４０代１名となっていま
す。特に３０代の３名については、いろいろ
な要因で一般就労を継続するのが、少し厳し
いと思われる方たちでした。

また、仕事を継続する上で、社会保険の加
入が必要となり、マイナンバーを入手するの
が困難な方がいました。相談者の中には、こ
れらの手続きに苦労する方も多く、事業実施
前での早めの確認やサポートが必要になって
います。

5. 今後の対応

住居が不安定な方が応募可能な、寮付きの
求人開拓を進めていきたいと考えています。
現在、製造・物流派遣については２社の登録
がありますが、他の業種についても、寮付き
の求人開拓を進めていきたいと考えていま
す。

所持金が乏しい方に対しては、内職作業や
清掃等の請負仕事の提供をしていきたいと考
えています。また、就労者の生活が安定する
まで、賃金の日払いや週払いをしていただけ
る事業所の開拓を進めていきたいと考えてい
ます。

また、住居や金銭面だけでなく、さまざま
な困難をかかえている方が多いですので、こ
れまで以上に就労者によりそい、協力事業所
双方からの相談等に、きめ細かく対応してい
きたいと考えています。

また、事業の広報周知についても、新たな

あいりん地域不安定労働者就労支援事業の報告
( 米須 稔 )
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関係機関の掘り起こし等をすすめていきたい
と考えています。

２０１９年度は、６月６日現在、４名の方
（清掃３名、製造・物流１名）が事業を開始
しています。今年度も厳しい状況が予想され
ますが、ひとりでも多くの不安定労働者を、
安定した就労につないでいけるよう取り組ん
でいきます。

NPO 釜ヶ崎会報 54号　2019 年 6月22日
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この西成（まち）での仕事おこし～労協センター事業団との連携活動報告～
( 大塚 義朝 )

２０１８年より、この西成（まち）での地
域の仕事おこしを模索するために、日本労働
者協同組合（ワーカーズコープ）連合会　セ
ンター事業団と手を結び、まだまだ手探り状
態ですが地域で活動を行ってまいりました。

ここで、労働者協同組合という言葉です
が、聞きなれない方が多いかもしれません。

私たちが目指す社会を簡単にですがご紹介
いたします。
（※以下：日本労働者協同組合（ワーカーズ
コープ）連合会　ＨＰより抜粋）

私たちが目指すもの
わたしたちは、様々な事業活動・社会連帯

活動を通して、地域のみんなで意見を出し合
い、話し合いをして、みんなの「協同の力」
によって、誰もが自分らしく幸せに暮らせる
社会を創ることを目指しています。
私たちが描く「あるべき未来の地域社
会」
①誰ひとり取り残されない社会

地域に住民主体の多様な “ 支えあいの輪 ”
をつくり、困難を抱える人をただ助けるので
はなく、誰もが地域にかけがえのない存在と
して、お互いの得意を出し合い、足りない部
分を補い合いながら、お互いの多様性と価値
を認め合って、一緒に地域を創っていくこと
を目指します。

そのために、「決して一人じゃない」「そこ
に行けば何とかなる」「困ったときに、相談
できる」と感じられるような居場所「今、こ
こに、共に、生きる」ための共同体を、地域

の力を合わせて多様に創り出すことが必要だ
と考えています。
②人と自然が共生する豊かな社会連帯経
済

今のグローバル経済のしくみの下では、人
が生きていくためにあるはずの労働・人びと
が暮らしていくための経済・いのちの根幹で
ある自然環境が、すべて商品化され、本来の
機能を失っているように思います。

わたしたちは地域の人たちと協同して、わ
たしたちの命の基盤である食・エネルギー・
ケアを自給し、それを循環させることで、誰
もが地域における役割を実感できるような、
地域の必要を身近に支えあう本来の経済を取
り戻すことを目指しています。
③地域の人たちが自分たちで地域を運営
する社会

地域をどうしていきたいか、どうありたい
か、という「未来の地域像」を地域のみんな
で分かち合う。そして、そのためにはどう
するかを “ 自分たち ” で決めて、力を出し合
い、わたしたちが地域を創ってゆく。そんな
自治ある社会を目指しています。

その結果、自分たちで自分たちの暮らし方
を決められる、そしてそれを実感できる社会
を目指します。

近い将来、地域での仕事おこしを通じ、私
の活動信念でもある「失敗しても意思があれ
ば、何回でもやり直せる社会形成」を目指し
ていきたいと考えています。
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前出の背景の中、連携が活発になった
２０１８年４月よりの主な活動をご紹介いた
します。

２０１８年 ４月 ワーカーズコープセン 
   ター事業団よりの出向 
   職員として、ひと花セ 
   ンターに内村恵さんが 
   赴任

  ５月 地域での仕事おこしを 
   目的として、ワーカー 
   ズコープセンター事業 
   団と当機構の定期協議 
   会がはじまる（月 1 回 
   の開催で現在に至る）

  ６月 釜ヶ崎講座にて協働労 
   働をとりあげ、地域で 
   勉強会を実施

  ７月 あいりんシェルター居 
   場所棟にて「お仕事  
   マッチ　ワーカーズ  
   コープ編」開催（６０ 
   代の方１名、７０代輪 
   番登録者１名が就労）

  ９月 お仕事マッチ研修会編 
   開催。参加者約５０名 
   映画『ワーカーズ』上 
   映、山田理事長と日本 
   労働者協同組合永戸名 
   誉理事との対談が実現

２０１９年 ３月 某事業所に仕事おこし 
   のための共同提案を実 
   施

  ４月 大阪府商工労働部の協 
   力により、あいりん職 
   安仮庁舎待合室で「い 
   きいき清掃講座」を実 
   施（６月までの３日間 
   コースで７名が受講）

  ５月 「いきいき清掃講座」  
   で前述の７０代輪番登 
   録者が講師として登壇

  ６月 いきいき清掃講座の受 
   講生１名がワーカーズ 
   コープセンター事業団 
   大阪事業所に体験生と 
   して就労開始

  ７月 「この西成（まち）大  
   好きやねん」仕事づく 
   りフォーラム釜ヶ崎開 
   催（日時：７月１３日　 
   １３時～１６時４５分　 
   場所：あいりんシェル 
   ター居場所棟２階で予 
   定）

この間の動きについて、日本労働者協同組
合の機関誌である労協新聞が記事にしていま
すので以下にご紹介いたします。

NPO 釜ヶ崎会報 54号　2019 年 6月22日
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最後になりましたが、目指す社会形成はま
だまだ遠い道のりです。

しかしながら、毎月議論を重ね、活動をし
ていく中で徐々にですが、地域での仕事おこ
しの輪郭が見えてきた状態です。

いずれにせよ、目指す社会形成のために

は、まだまだ学ばなければならないことが多
いですし、ご賛同いただける多くの方々の協
力を必要としています。

皆様におかれましてはこれからもご指導・
ご鞭撻を賜れば幸いでございます。

NPO 釜ヶ崎会報 54号　2019 年 6月22日
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２０１８年度の概要
２０１８年度は他機関からの受け入れも多

く、新規相談、延べ相談件数ともに前年度を
上回りました。新規につきましては３０代と
７０代の相談が顕著にあらわれ、特に３０代
の相談が倍増していることがわかります。前
年と比較すると各種相談も増加しており、結
果的に延べ相談件数の伸びに繋がっていま
す。なかでも３０代～４０代の相談者は、安
定した生活環境と就労先の確保を求めておら
れる方が多くみられました。

２月～３月には『あいりん労働福祉セン
ターの閉鎖に向けた野宿生活者の支援』とし
て、大阪市、西成区その他関係機関ととも
に、センター内の声掛けに参加しました。

その中から精神科受診から居宅保護へ移っ
た方をはじめ、生活保護以外であれば居宅を
構えても良いという方もおられ現在も支援を
継続しています。

これは２０１８年度に限ったことではあり
ませんが、生活保護受給中に生活がうまくい
かずに他府県から来所される方がおられま
す。相談支援事業部では保護継続中の場合で
きるだけ居住地へ戻ってもらう努力をしてい

相談支援事業部報告
( 細谷 憲一朗 )

2017・2018 年度　相談実績比較
相談内容 2017 年度 2018 年度

就労相談 306 件 342 件

生活保護相談 854 件 1,474 件

健康・保健支援 1,131 件 1,929 件

その他相談・各種支援 3,685 件 7,325 件

相談合計 5,976 件 11,061 件

うち就労決定 34 名 37 名

うち生活保護受理 75 名 86 名

入院実人数 95 名 68 名

通院実人数 296 名 522 名

新規相談実人数 435 名 410 名

債務相談 10 名 60 名

相談実人数 1,303 名 1,578 名

歯科相談 194 名 169 名

健康相談 345 名 314 名

新規相談年代別
2017 年度 2018 年度

10 代 1 名 1 名

20 代 13 名 17 名

30 代 17 名 34 名

40 代 39 名 42 名

50 代 86 名 74 名

60 代 128 名 130 名

70 代 64 名 97 名

80 代 7 名 9 名

90 代 0 名 0 名

年代不明 4 名 6 名

計 359 名 410 名

新規相談実人数　410 名
延べ相談件数　11,061 件
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るのですが、何らかの問題を抱え『大阪に出
てきた＝絶対に帰りたくない』という方が９
割以上で、ほぼ全員生活が破綻した状態で相
談に来られます。

保護の実施機関とその人が抱える問題を共
有でき、うまく支援につなげることができた
場合は、当然ながら生活の立て直しも早く進
みますが、地域によって迅速に対応していた
だける地域とそうでない場合があり、地域に
よって対応に温度差を感じます。これまでに
支援を受ける機会が無く、自力での生活が難
しかったケースも支援が入ることで生活が安
定する事例が多くあります。以下に簡単では
ありますが、ケース事例をいくつかあげてみ
ます。

ケース事例

ＫＭさん　６０代　男性 
相談ルート：自ら支援依頼

他県で生活保護受給していたが、自身で金
銭管理できず徐々に困窮することになる。更
に消費者金融から借金しその返済が滞り家賃
等も払えず大阪へ出てきた。所持金が尽き自
ら相談に来所する。保護が継続中のため担当
ＣＷに問い合わせたところ、就労未報告と保
護停止期間中の医療受診により多額の返還金
が発生していた。そのため保護の実施機関か
ら保護の廃止を拒否されるが、最終的に相談
支援事業部に返還金納付書を送付してもらい
毎月の返済管理の支援をおこなうことにな
る。

ＳＴさん　５０代　男性 
相談ルート：自ら支援依頼

関東で鳶、解体などの仕事を転々とする間
に強盗未遂、窃盗で服役３回。覚醒剤使用歴
有、アルコール依存症あり。職を求め来阪し
た際、窃盗により大阪刑務所に服役した。出
所後に困窮し相談に来所し、西成区内で居宅
保護に至ったが、当初は仕事の短期離職を繰
り返すなど生活が安定しなかった。アルコー
ルの問題も大きく、日々の面談で精神科受診
を勧め、現在は面前服薬と金銭管理が日課と
なり、アルコール依存症の治療と長期就労を
目指している。

ＴＴさん　３０代　男性 
相談ルート：他機関から紹介 
療育手帳B2あり

中学卒業前後から約３年間シンナーを常用
していた。２０代半ばまでは派遣の仕事と生
活保護での生活を繰り返し、現金があればパ
チスロで浪費していた。その後、窃盗と傷害
で逮捕され１年以上服役していた。出所後は
施設に入所することになるが、対人関係がう
まくいかず入退所を繰り返してきた。施設保
護中に失踪し野宿を経て他機関からの紹介に
より来所する。支援開始後はギャンブルの欲
求が強く、スリップや失踪未遂を繰り返し
就労指導も入るがうまくいかず。その後は、
日々の面談と金銭管理の工夫をおこなうこと
で一定の落ち着きを取り戻し、ギャンブル依
存のプログラム等に参加し精神科受診の同行
もおこなっている。

NPO 釜ヶ崎会報 54号　2019 年 6月22日
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ＫＭさん　４０代　女性 
相談ルート：他団体からの支援依頼

ネットカフェにて寝泊まりを繰り返してき
たが所持金が底をつき最寄りの支援団体に相
談したところ、当機構を紹介される。対人恐
怖症、パニック障害があり、過去に親と兄か
らの DV やレイプがあったとのことだが現実
と妄想が交錯しており、人の集まる場所 ( 特
に男性 ) を嫌うため、病院や役所での各種手
続きにも支障をきたし精神科受診へ繋げるの
も困難であった。

精神科医と入院を勧めたが本人の同意を得
られず、居宅保護と通院という形で支援を続
けている。当初と比べて徐々に職員との信頼
関係が築けてきて、金銭管理、病院同行など
のサポートをしながら一定の落ち着きを取り
戻しつつある。

NPO 釜ヶ崎会報54号　2019 年 6月22日
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済生会健診　血圧 済生会健診　採血済生会健診　問診

済生会健康診断
※９月１１日（火）～１４日（金）の予定

が、昨年に引き続き台風の影響で４日間の健
診予定が３日の実施となる。

NPO 釜ヶ崎会報 54号　2019 年 6月22日
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特掃結核検診
８月２７日（月）～３０日（木）に特掃就

労者、センター清掃就労者への結核検診を西
成区保健所協力のもと問診とレントゲン撮影
の検査実施。要医療者は２名　発病、排菌者
なし。

NPO 釜ヶ崎会報54号　2019 年 6月22日
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医療従事者による健康セミナー
呼吸器　健康セミナー　 
呼吸器疾患の病気と予防について 
2018年7月26日（木） 
17時30分～（約40分） 
特掃詰所内にて 
 
講師：下内 昭 先生（西成区結核対策特別顧
問）

歯みがき講座 
2019年1月24日（木） 
17時30分～（約40分） 
特掃詰所内にて 
 
講師：石川 歯科衛生士

当日は 24 名ほどの特掃従事者、シェル
ター利用者等が参加。

NPO 釜ヶ崎会報 54号　2019 年 6月22日
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チャリティ自転車 ポタリン

格 安リサイクル 自 転 車  販 売  修 理  引 取

大阪市阿倍野区昭和町１－８－１４         

TEL：０６－６６２８－５６２２

FAX：０６－６６２８－５６２３

E-Mail：charity@potterin.com

URL：http://www.potterin.com

自転車でのんびり出かけると、新しい発見や出会いがある、

そんな暮らしをポタリンは応援します。

あわてない、ゆったりする、生きていける、

働ける、ものを大切にする、よりどごろがある、

そんな社会になるよう、できることから、はじめます。

リサイクルでいいサイクルを作りましょう。

〒545-0011

営業時間：火～日曜日　10:00 ～ 18:00

 月曜日　定休

○就労困難者の働く場を作ります。

○収益の一部をホームレス生活者・生活困窮者の支援活動に使用します。

○リサイクルを通じて、環境負荷の低減につとめます。

お気軽に

お越しください !

古物商許可　大阪府公安委員会　第６２１２５１４０３３３４

自転車安全整備士　安全整備士番号　第６２００９１３０号

ライフ
昭和町駅前店

文
の
里
商
店
街

地
下
鉄
昭
和
町
駅

あ
び
こ
筋

ローソン

松虫通

ポタリン

地
下
鉄
文
の
里
駅

地下鉄昭和町駅①番出口より
徒歩３分
文の里商店街内
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支援物資・寄付・就労機会提供のお願い

ホームレス状態にある方の就労機会の拡大、居住・生活の安定のため、みなさまのお力をお
よせください。
○ 就労の機会づくりのための事業、居場所づくりのための事業、炊き出しなどへの援助・寄付・

物資の提供

○ ホームレス状態からの脱出を当事者とともに取り組む相談支援における緊急の宿泊、食事
等の提供、債務整理や住民票等手続き費用、滞納家賃の緊急補てんへの寄付

○ ホームレス状態にある方への必需品の提供 
（衣服、下着、靴、毛布、布団、かばん、保存食、タオル、カイロ、歯ブラシ、カミソリなど）

○常用就職をめざす方への就労先の紹介。臨時の仕事の提供

お問い合わせは下記までお寄せください
釜ヶ崎支援機構（南分室）　お仕事支援部　☎０６（６６４５）０２４６　まで
支援物資の送り先
〒 557-0004　大阪市西成区萩之茶屋３－６－１２　釜ヶ崎支援機構（南分室）
寄付金の振込みは下記の口座にお願いいたします
会費・寄付の振込口座：ゆうちょ銀行 
     ００９００－１－１４７７０２　釜ヶ崎支援機構
相談支援への寄付振込口座：三菱東京ＵＦＪ銀行 
     萩之茶屋支店（普）１１１４９５１釜ヶ崎支援機構

会報 54 号　2019 年 6 月 22 日
特定非営利活動法人　釜ヶ崎支援機構　〒 557-0004　大阪市西成区萩之茶屋１－５－４

電話：０６（６６３０）６０６０　FAX：０６（６６３０）９７７７
E-mail ： npokama@npokama.org
釜ヶ崎支援機構（南分室）　〒 557-0004　大阪市西成区萩之茶屋３－６－１２

お仕事支援部　 電話：０６（６６４５）０２４６　FAX：０６（６６４５）０３６９
リサイクルプラザ 電話：０６（６６３０）６５７７　FAX：０６（６６３０）６５７８
相談支援事業部　 電話：０６（６６４５）０３８８　FAX：０６（６６４５）０３８９
ひと花センター　 電話：０６（６６４９）７８９０　FAX：０６（６６４９）７８９１
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